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１．ハローワークとは
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〇ハローワークは、憲法に定められた勤労権の保障のため、障害者や生活保護受給者の方など民間の職業紹介事業等では就職へ

結びつけることが難しい就職困難者や人手不足の中小零細企業を中心に、国が無償で支援を行う雇用のセーフティネットの
中心的役割を担うもの。

（令和４年度実績）新規求職者数458.6万件、新規求人数1052.8万件、就職件数122.6万件、雇用保険受給資格決定件数133.3万件

〇ハローワークは、職業紹介、雇用保険、雇用対策（企業指導・支援）の３業務を一体的に実施（※１）することで、

増加している就職困難者の方などへの就職支援（※２）を効果的に実施。
（※１）OECDの雇用戦略でも、職業紹介・雇用保険（失業給付）・雇用対策の３機能は統合されるべきと勧告（1994年・2006年）
（※２）障害者の方に対する関係機関と連携したチーム支援による職業紹介と障害者雇用率達成指導を一体とする支援など

〇ハローワーク（544所）の全国ネットワークによる支援（※３）のほか、雇用対策協定（268自治体）に基づく連携施策や
自治体とのワンストップ窓口（340か所）等により、地域密着型の就職支援を実施。

（※３）東京の本社から一括で求人受理し、全国のハローワークで職業紹介を実施したり、UIJターン希望者への職業紹介を実施
（注）いずれも令和５年４月１日時点の数値

〇主要国と比較して少ない職員数（※４）の下、業務システムの刷新や、PDCAサイクルを通じた全ハローワークに
おける業績評価・改善の取組を通じて、利用者サービスの向上を推進。

（令和５年度のハローワークの人員体制）職員数10,219人、相談員数20,123人（令和５年４月１日時点）
（※４）職員１人当たり労働力人口及び失業者数を比較すると、ハローワークの職員数は、欧州主要国の1/3～1/10程度。

公共職業安定所（ハローワーク）の役割

組織上の位置づけ

都道府県労働局

厚生労働省

労働基準部 職業安定部

労働基準
監督署

主な業務

雇用保険・求職者支援

✓ 失業認定、失業給付の支給
✓ 職業訓練受講給付金の支給 等

失業認定に当たって
は、保険者たる国が
直接職業紹介を実施
し、再就職の意思を
厳格に認定すること
が必要。

就職（人材確保）のた
めには、企業指導・雇
用管理改善支援と一体
となった職業紹介や、
関係機関と連携した
チーム支援が効果的。

雇用対策

✓ 障害者雇用率達成指導
✓ 高年齢者雇用確保措置導入指導
✓ 雇用管理改善支援 等

（企業指導・支援）

職業紹介

✓ 職業紹介・職業相談
✓ 求人開拓
✓ 職業訓練の受講あっせん

雇用環境・均等部（室)

公共職業安定所
（ハローワーク）
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出張所（95）

分室（13）

雇用保険課

職業相談部門※

庶務課

わかもの支援コーナー ・窓口 （ 2 0 0 ）

生涯現役支援窓口 （ 3 0 0 ）

人材確保対策コーナー （ 1 1 5 ）

子育て中の女性等に対する就職支援を実施。

農林漁業就職支援コーナー （ 1 9 ）

地方就職支援コーナー （ 2 ）

マザーズコーナー （ 1 8 5 ）

正社員を希望する概ね３５歳未満のフリーター等に対する就職支援を実施。

就職氷河期世代の不安定就労者に対して、就職から職場定着までの一貫した支援を実施。

高齢求職者に対する職業生活の再設計に係る支援やチーム支援を総合的に実施。

福祉分野のほか、建設業、警備業、運輸業など雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を実施。

庁舎内に設けている専門コーナー

就職氷河期世代専門窓口 （ 9 2 ）

地方就職希望者に対する就職支援を実施。

農林漁業人材の確保・職場定着までを総合的に支援を実施。

ハローワーク本所（436）

新卒応援ハローワーク （ 5 6 ）

わかものハローワーク （ 2 1 ）

外国人雇用サービスセンター （ 4 ）

子育て中の女性等に対する就職支援を実施。

一体的実施施設 （ 3 4 0 ）

ふるさ とハローワーク （ 1 3 7 ）

ハローワークが行う無料職業紹介等と地方公共団体が行う福祉業務等を一体的に実施。

マザーズハローワーク （ 2 1 ）

学生及び卒業後概ね３年以内の既卒者等に対する就職支援を実施。

正社員を希望する概ね３５歳未満のフリーター等に対する就職支援を実施。

卒業後に我が国での就労を希望する留学生や専門的・技術的分野の外国人に対する就職支援を実施。

ハローワークが設置されていない市町村に設置。

附属施設

事業所部門

ハローワークは、本所・出張所・分室のほか、
特定の対象者に対する専門的な支援等を実施する、
いわゆる「附属施設」を設置しています。
※( )内は設置数

（令和５年４月現在）

ハローワークの専門支援窓口・施設

※専門援助（障害者）部門、職業訓練部門を含む。
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（令和４年度実績)
利用者数：約31.1万人
就職件数：約16.1万件

担当者制による個別支援
を実施しています

（令和４年度実績)
求職者数：約17.1万人
就職件数：約7.3万件

ハローワークの専門支援窓口の例（その１）

5

：大学院・大学・短大・高専・専修学校等新卒者及び卒業後未就職の方支援対象層

施設の特徴 ：卒業後の就職についての各種相談、面接指導、就職面接会などを実施

学生生徒の方、
卒業後概ね３年以内の方向け

【就職が決まった方からのメッセージ】

ハローワークを利用して自己ＰＲやガクチカを全て添削してもらい、一緒に考え、直していただきました。
また、面接対策もしていただき、私が今何が出来ていないのか明確にすることができました。
１人で悩みながら就職活動をしていましたが、ハローワークを利用したおかげで、
不安や悩みも消え、自信がつきました。私自身、大きく成長できたと感じたので、１人で抱え込まずに
相談することが大切だと思います。就職活動、頑張ってください。

支援対象層

施設の特徴

概ね35歳未満の
フリーター等の方向け

：正社員就職を目指す概ね35歳未満のフリーター等の方

：担当者制の個別支援により、正規雇用に向けた就職プランの作成、
職業相談・職業紹介、各種セミナーを実施

【就職が決まった方からのメッセージ】

初めは県内で探し、自分に合うものがありませんでしたが、全国の求人から、

職員の方に一緒に探してもらい、希望の仕事が見つかりました。
グループワークに参加し、一緒に就職活動を進める友達ができて心強く、また、
互いに励ましあい息抜きしながら頑張ることができて良かったです。

全国56か所

全国21か所
（わかもの支援コーナー・
窓口は全国200か所に設置）



ハローワークの専門支援窓口の例（その２）

支援対象層

施設の特徴

子育て中の方向け
（パパも歓迎！）

支援対象層

施設の特徴

近隣にハローワーク
がない方向け

全国21か所

全国137か所

：子育て中の女性等（母子家庭の母・父子家庭の父を含む）

：キッズコーナーを設置するなど子ども連れで来所しやすい環境を
整備し、担当者制による支援、子育てと両立しやすい求人の提供、

保育所等の子育て支援情報の提供等を実施

求人情報検索機の隣のキッズコーナー
子ども連れでの職業相談の様子

【就職が決まった方からのメッセージ】

担当をして下さった方が常に親身になって相談に応じて下さっ
たことが、とても心強かったです。シングルマザーですと、なか
なかライフバランスとワークバランスが難しく、会社選びでも
慎重になっておりましたが、そういった思いにも寄り添いながら
一緒に考えて下さり、今の会社を見つけることが出来ました。

常に仕事探しのアンテナを立てつつ、自分に合った会社探しを
していくと、きっと素敵な仕事が見つかると思います。本当に有
り難うございました。

（令和４年度実績）
求職者数：約18万人
担当者制による就職件数
：約6.1万件

（マザーズコーナーは全国185か所に設置）

（令和４年度実績）
新規相談者数：約15万人
就職件数：約6.4万件

：主にふるさとハローワークの設置地域に居住している求職者

：市区町村庁舎等を活用し、市区町村の実施する住民サービスと
連携した職業相談・職業紹介を実施
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２．ハローワークの求職者向けサービス
（職業相談・職業紹介等）
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ハローワークの求職者向けサービスの概要

就職活動の進め方の相談

履歴書をはじめとした応
募書類の作り方、面接の受
け方など、プロの職員によ
る、すぐに役立つアドバイ
スを行っています。

（ハローワークでの相談風景）

その他のサービス（主なもの）

その他、以下のような取組を行っています（一部は主要な
所で実施）。
○就職面接会や企業説明会などを随時開催しています。
○子育て中の方のためにキッズスペースを備えたマザーズ
コーナーの整備を進めています。
○就職氷河期世代で正社員を希望する方、高齢の方、障害
がある方、外国人などに専門的な支援を行う窓口を整備し
ています。
○専門家（臨床心理士、弁護士等）による巡回相談を実施
しています。

（ハローワーク内の
ミニ就職面接会用ブース）（ハローワーク内の

キッズコーナー）

（業界団体と連携した
事業所説明会・体験会）

面接対策や応募書類の作成
方法、適職探しのヒント、ビ
ジネスマナー、業界研究など
様々な就職支援セミナーを実
施しています。

就職活動に役立つセミナー

（セミナー風景）

キャリアコンサルティング

どのような仕事を選べば
よいか迷っている方には、
興味・関心や職業経験の振
り返りなど、職業選択につ
いてのアドバイスを行って
います。

（ハローワークでの相談風景）

〇 ハローワークでは、求職者に対し、就職活動の進め方や職業選択・職業生活設計などの相談（キャリアコンサ
ルティング）を行う他、全国ネットワークを活用した職業紹介を実施し、求職者の仕事探しを支援しています。

求人情報は、各ハローワークとイン
ターネットで公開しています。

ハローワークの相談窓口でも、希望
条件に合った求人を一緒に探すお手伝
いをしています。

また、ハローワークの窓口では、企
業に対し、詳しい求人条件を確認した
り、応募条件の緩和の働きかけも行っ
ています。

全国ネットワークを活用した職業紹介

（ハローワークの求
人検索コーナー）

（ハローワーク内での企
業情報ＰＲ情報の掲示）

職業訓練の受講案内

ハローワークでは、希望す
る仕事に就くために必要なス
キルや知識を身につけたい方
に、受講料無料の公的な職業
訓練（ハロートレーニング）
の受講の案内をしています。

また、訓練期間中、生活支
援のための給付が受給できる
場合があります。

（職業訓練の風景）
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元年度 ２年度 ３年度 ４年度

一般職業紹介

新規求職申込件数（一般（パートタイム含む）） (万人） 471.3 462.6 463.0 458.6

新規求人数（一般（パートタイム含む）） (万人） 1108.1 877.1 962.9 1052.8

就職件数（一般（パートタイム含む）) （万人） 147.4 122.5 124.3 122.6

早期離職率（※１） （％） 21.7 22.1 22.4 －

雇用保険 受給資格決定件数 （万件） 134.7 151.4 132.0 133.3

若年者 フリーター等の正社員就職 （※２） （万人） 20.4 9.8 10.8 10.4

女性

母子家庭の母の就職件数 （万人） 6.2 5.2 5.1 4.7

マザーズハローワーク事業（子育て中の女性等を支援）の
担当者制による就職件数 （万人）

6.8 5.7 5.8 6.1

高齢者 65歳以上の就職件数 （万件） 12.2 9.9 11.2 12.7

障害者

就職件数 （万件） 10.3 9.0 9.6 10.3

実雇用率(民間企業）（※３） （％） 2.11 2.15 2.20 2.25

生活保護受給者等
生活保護受給者等就労自立促進事業

（生活保護受給者・児童扶養手当受給者・生活困窮者等）の就職者数 （万人）
7.3 6.5 6.8 6.3

就職氷河期世代
就職氷河期世代の不安定就労者・無業者の正社員就職件数

（※４） （万人）
－ 9.2 11.3 11.9

外国人
外国人雇用サービスコーナー等を利用した外国人求職者の
就職件数 （万件）

1.2 1.3 1.1 1.1

ハローワークでは、働く希望を持つ若者・女性・高齢者・障害者をはじめとする全ての国民の就職実現のための支援、
それぞれの求職者の方が置かれた状況に応じた取組を積極的に実施

ハローワークにおける職業紹介等の実績

9

※１ 早期離職率は、ハローワーク経由で、雇用期間の定めがない形で新規に雇用されたことにより雇用保険被保険者資格を取得した者のうち、６か月以内に
離職（事業主都合を除く）した者の割合（パートタイムを含み、学卒を除く）。

※２ ハローワークの職業紹介により正社員就職に結びついた概ね35歳未満のフリーター等の数（令和元年度以前は35歳以上45歳未満の者も含む）。
※３ 各年６月１日現在の数字。29年度までは従業員数50人以上、30年度は45.5人以上規模の企業の数値。
※４ ハローワークの職業紹介により正社員就職に結びついた就職氷河期世代（35歳～54歳）の不安定就労者・無業者の数。



◆ 「わかものハローワーク」、「わかもの支援コーナー」等の設置

フリーター等の正社員就職の支援拠点として『わかものハローワーク』(全国21か所)､『わかもの支援コーナー』
等を設置（全国200か所）。

【実績】ハローワークにおけるフリーター等の正社員就職者数：約10.4万人（令和４年度）

◆ 全都道府県にワンストップで新卒者を支援する「新卒応援ハローワーク」を設置（全国56か所）
◆ 学校等との連携の下、「就職支援ナビゲーター」（※）によるきめ細かな支援

【実績】求人開拓数：約14.4万件（令和４年度） 就職決定者数：約16.1万人（令和４年度）
※『新卒者の就職支援』を専門とする職業相談員。企業の人事労務管理経験者などを採用。

新卒者等への就職支援

フリーター等への就職支援

【主な支援メニュー】

○ 担当者を決めての個別支援（定期的な求人情報の提供、就職活動の進め方の

相談、エントリーシートや履歴書などの作成相談、面接指導など）
○ 職業適性検査や求職活動に役立つ各種ガイダンス・セミナーなどの実施

○ 在職者向け相談窓口、就職後の職場定着のための支援

個別支援による相談

セミナーの様子

若年者への就職支援
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【主な支援メニュー】

○ 初回利用時のプレ相談の実施、担当者制によるマンツーマンでの個別支援

○ 正社員就職に向けた就職プランの作成、職業相談・職業紹介

○ 正社員就職に向けたセミナー、グループワーク等の各種支援メニュー

○ 就職後の定着支援の実施 等

○新卒者等に対して、新卒応援ハローワークにおいて担当者制による個別支援やセミナー等の支援を実施
○概ね35歳未満のフリーター等に対して、わかものハローワーク等において正社員就職に向けた就職プラン

の作成、職業相談・職業紹介等の支援を実施



○ 大学では文学部を専攻、４０社超の企業にエントリーするも一次面接を通過できない
また、地元の県庁、市役所の試験を受けるも任用に至らなかった

○ 自分の強み、職業適性の理解が不十分
○ 金融・保険業界の大手企業にばかり目が向き、どんな仕事がしたいか明確になっていない
○ 不採用が続き、あせりや精神面の不安から前向きな就職活動ができない

女性・２２歳（大学４年生）

希望職種 ：事務職（金融関係）、公務員
直近の状況：エントリー及び公務員受験するも不採用が続き、東京新卒応援ハローワークに来所

✓ 自己理解及び自己決定による希望職種の選定を支援するため、職業興味検査、職業適性検査の実施
✓ 履歴書、自己ＰＲ書の作成指導により、アピールポイントを明確にして自信を持たせる

（大学時代のアルバイト、クラブ活動、ボランティア、資格・免許の棚御し）
✓ 応募求人の面接日程に合わせて、その都度模擬面接を実施

（担当以外の就職支援ナビゲーターによる模擬面接を必ず２回組み込む）
（立居振舞や志望動機の伝え方、声量など基本から指導、徐々に面接での手ごたえを感じる）

✓ 臨床心理士との面談を通してモチベーションの維持、精神面の安定化に繋げる

➢ もともと絵本やイラストに興味があったことから印刷・出版関係の企業を中心に応募
➢ １月に入り手帳やカレンダーを扱う物流企業の「総務事務」で正社員採用の内定獲得（月収２０万円）

※支援期間約４か月

＜若年者への就職支援の具体的事例＞

11

抱える課題

支援内容・経過
支援のポイント： 新卒応援ハローワークで担当者制による支援を実施

結果

入社から３か月、いろんな部署とのやりとりがあり仕事が楽しいとのこと

人開（若）



○ マザーズハローワーク（全国21か所）
子育て中の女性等（※）に対する就職支援を実施する専門のハローワーク

○ マザーズコーナー（全国185か所) 
マザーズハローワーク未設置地域であって､県庁所在地等中核的な都市のハローワーク内に設置する専門窓口

○キッズコーナー、ベビーチェア等を設置し、子ども連れで来所しやすい環境を整備しています

※子育て中の女性等とは、子育て中の女性のほか、子育て中の男性、子育てをする予定のある方を含みます

マザーズハローワーク事業の推進

○ 一人ひとりの状況に応じた きめ細かな就職支援
担当者制・予約制による きめ細かな職業相談・職業紹介を実施しています

○ 仕事と子育てが両立しやすい求人(※)の確保・提供
仕事と子育てが両立しやすい求人を確保し、求職者に情報提供しています

※「勤務時間が保育施設の送迎に対応できる求人」、
「子どもの急な病気や学校行事の際に柔軟に休みがとれる求人」等

○ 再就職に資する各種セミナーの実施
就職活動に向けた心構え、面接対策、パソコン講習など、再就職に資する
セミナーを実施しています

○ 保育関連情報の収集・提供
地方公共団体と連携し、地域の保育所・子育て支援サービスに関する情報を
収集・提供しています

○子育て中の女性等を対象に、子連れで来所しやすい環境を整備し
きめ細かな就職支援を実施しています

子ども連れでの職業相談の様子
（マザーズハローワーク）

支援サービスの特徴

キッズコーナーの様子

子育て中の女性等の就職支援

12



✓ 保育園入所の継続のため早期の再就職が必要であり、時間が限られていることから、複数求人を提供する
と共に応募書類の作成支援を行う。タイムロスを最小限にするため、直接面接求人への応募を優先する方
針を共有。

✓ 経験を活かせる職場を希望することから、人事総務や労務管理等のキーワードを中心に一緒に求人検索を
行う。また、残業の無い正社員を希望することから、選定求人に対し、正社員雇用の可否や残業等の労働
条件について事業所への照会を実施。

✓ マザーズハローワークが受理した求人で、担当者が訪問したことのある事業所からの求人を相談する中で
選定。

✓ 正社員として雇用が可能であることを事業所に確認するとともに、書類選考求人であるところ直接面接を
依頼した結果、2日後に面接となる。

女性・２８歳 配偶者あり・子供２人（小２、４歳（認可保育園入所中））／雇用保険受給資格者

希望職種 ：総務、労務
経験職種 ：総務・経理（正社員）を３年６ヶ月

○ 保育園の入所を継続させるために、２ヶ月以内の再就職が必要。
○ 今までの経験を活かせる職場で、残業の無い正社員を希望。
○ 経験を活かし、社会保険労務士の資格取得を目指している。

➢ 社会保険労務士補助として正社員採用
（就業時間／9:00～17:00 週5日勤務／残業なし）
※支援期間１か月

＜子育て中の女性等の就職支援の具体的事例＞

抱える課題

支援のポイント： マザーズハローワークで担当者制の支援を実施支援内容・経過

結果

13



高齢者を対象とした就職面接会の様子

○ 生涯現役社会を実現するため、高齢者の就職を促進。

○ 希望者全員の６５歳までの雇用確保の着実な実施のための指導や、65歳を

超えて働くことのできる環境整備に係る相談・援助の実施。
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就職件数

新規求職者数

722,393人
（４年度）

65歳以上の就職件数及び新規求職者数

126,574件
（４年度）

高齢者の就職支援

・ ハローワークにおいて高齢者に対するきめ細かな職業相談や職業紹介を実施

・ 「生涯現役支援窓口」において特に65歳以上の高年齢
求職者への再就職支援に手厚い支援を実施
（全国の主要なハローワークに設置（300か所））

（参考１）65歳以上の就職件数
9.9万人（令和２年度） → 11.2万人（３年度）→  12.7万人（４年度）

（参考２）65歳以上の新規求職者数
64.3万人（令和２年度） →  69.9万人（３年度）→  72.2万人（４年度）

高齢者への就職支援

高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの雇用確保措置
企業に対し、65歳までの雇用確保措置（①～③のいずれか）

①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止

の導入に向けた相談・指導を実施

高年齢者雇用安定法に基づく70歳までの就業確保措置

企業に対し、70歳までの就業確保措置（①～⑤のいずれか）

①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止、

④継続的に業務委託契約を締結できる制度

⑤継続的に社会貢献事業に従事できる制度

の導入に向けた相談等を実施
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※ 平成25年4月に制度改正があったため、H24とH25の数値は単純には比較できない。



○ 転職経験はあるが、営業一筋のため、他職種への転職には不安がある。
○ 再就職にあたり年齢等の条件で応募が厳しい。どんな職種が応募可能なのか(自分にできるのか)不安。
○ 妻と二人暮らしで子供は成人しているが、年金収入だけでは生活に不安がある。

男性・６５歳
希望職種 ：倉庫作業または営業
直近の状況：正社員として約40年間営業職を続け、定年退職後、町役場の安全パトロール業務に従事
主な職歴 ：生命保険会社及び電力会社での営業

✓ 求職者の特性や状態を適切に把握し、今後の就労支援を効果的かつ効率的に行うため、職員と相談員が「支援チーム」
を結成する。

✓ 年金以外に必要となる収入額を算定し、今後の生活プランを構築する。そのうえで、希望職種の幅を広げるために、求
人票に記載された仕事の内容がどのようなものであるのか情報提供を行う。

✓ キャリアコンサルティングの実施により、営業の仕事で培った職業経験の棚卸しを行うことで、自分の強み（活動力や
対人力）を再認識し、積極的な姿勢で求職活動に臨めるようになる。

✓ その後も、週に１回以上の相談や情報提供を継続的に実施し、早期就職に向けた支援を行う。

➢ 過去の営業経験から県内に土地勘がありフットワークが軽い、また、運転経験が豊富であることから、
「運転手（送迎）」に応募し採用。就職先は地域密着型の医療施設で医師の往診の送迎業務に従事。
（労働条件：１日４時間・週３日の勤務【期間の定めのない契約】）
※支援期間２か月

＜高齢者の就職支援の具体的事例＞

抱える課題

※ 求人票の内容では就業間が折り合わなかったため、ハローワークが求人先企業に対し就業時間の緩和を要請したことによって
マッチングが成功（会社は午前と午後の両方の勤務を希望していたが、本人の希望を踏まえ午後の勤務で調整を行った。また、
仕事内容も時間帯に合わせて見直しを行い、医師の往診送迎業務の他、介護利用者の送迎業務に従事することとした）。

支援内容・経過 支援のポイント： ハローワークの生涯現役支援窓口において、職員と相談員の「支援チーム」
による職業紹介・相談を実施

結果
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就職件数及び新規求職申込件数（万人）

（万人）雇用率未達成企業に対する厳正な指導

☆雇用障害者数は、19年連続で過去最高

25.8万人(16年)→61.4万人(令和４年)(約2.4倍)

障害者への就職支援

☆実雇用率 1.46％（平成16年）

→2.25％(令和４年)(0.79ﾎﾟｲﾝﾄ増)

障害者専門窓口での
職業相談の様子 （注）平成22年7月に制度改正（短時間労働者の算入、除外率の引き下げ等）

があったため、23年と22年までの数値を単純に比較することはできない。

○ 雇用・就業は、障害者の自立と社会参加のための重要な柱

○ 障害者が能力を最大限発揮し、適性に応じて働くことができる社会を目指し、障害者の就労を促進

実雇用率と雇用障害者数

障害者の就職支援

実雇用率

雇用障害者数

2.25

1.46

・障害者向けチーム支援

就職を希望する障害者に対し、ハローワークを中心に福祉施設等の職員、その

他の就労支援者とチームを結成し、就職から職場定着までの一貫した支援を実施

・企業向けチーム支援

障害者雇用の経験・ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業等に対し、関

係機関と連携し、雇入れ準備から採用後の定着支援までの一貫した支援を実施

☆ 障害者の新規求職申込件数 ：233,434件（対前年度比 4.2％増）

障害者の就職件数 ：102,537件（対前年度比 6.6％増）
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10.3万人
（令和４年度）

就職件数

新規求職申込件数

23.3万人（令和４年度）



○ 自閉症があるため、初対面の人への対応に苦手
意識があり、面接に対して強い不安

○ ここ４年間一般企業で働いた経験がないので、
職場になじめるか不安

＜求職者＞
男性・２３歳 知的障害者、自閉症

特別支援学校卒業後、食品製造に２か月、建築
作業員補助で１か月従事
その後、４年間、就労支援施設での作業経験

✓ ガイダンスの開催
面接での留意事項や自己アピールの仕方を助言する

とともに、模擬面接を実施し、面接の不安を解消

✓ トライアル雇用の活用
３ヶ月間のトライアル雇用を実施し、業務内容や

職場の雰囲気を事前に把握。その結果、不安が和ら
ぎ、その後、常用雇用へ円滑に移行

➢ 自動車部品の出荷作業スタッフとして採用
→ 採用後も、職場定着を図るため、定期的にハローワークと障害者就業･生活支援センターなどの地域の

就労支援機関が連携して、事業所に訪問するなどの定着支援を実施。
※支援期間７か月（就職まで１か月＋職場定着支援６か月）

＜事業主＞

○ 障害者を雇用してみたいが、きっかけが無い

○ 障害者を雇用した経験がないため、どのように
対応すべきか不安

✓ 助成金などの活用提案
トライアル雇用や特定求職者雇用開発助成金などの

助成金や雇い入れ後のジョブコーチ支援などの活用
を提案し、障害者雇用のきっかけ作り

✓ 雇用管理のアドバイス
障害者を雇用する上での配慮事項（説明や指示する

ときは簡単な表現を心がけること）や障害特性（臨
機応変な対応は苦手だが、単純・反復作業は得意）
を説明し、雇用するに当たっての不安を解消

求職者の
ニーズ

求人事業主
のニーズ

＜障害者の就職支援の具体的事例＞

抱える課題

抱える課題

自動車部品の製造業
障害者雇用の経験なし

支援のポイント：専門窓口で支援を実施

支援内容・経過 支援のポイント：専門窓口で相談援助

支援内容・経過

結果
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支援対象者数

※ ハローワークが実施する「雇用保険」はP26～27、
「求職者支援制度」はＰ29～30を参照

万人

万人

☆支援対象者数 9.1 万人（令和４年度）

☆就職者数 6.3 万人（令和４年度）

生活保護受給者等の就職支援

第１の
セーフティーネット

第２の
セーフティーネット

雇用保険
など

求職者支援制度
など

生活保護制度

最後の
セーフティーネット

○ ハローワークにおいて、地方公共団体との連携の下、

生活保護受給者、児童扶養手当受給者、生活困窮者等の
就労による自立を促進

生活保護受給者等就労自立促進事業
○ 労働局・ハローワークと地方公共団体との協定等に基

づき、地方公共団体にハローワークの常設窓口を設置す
るほか、福祉事務所等に巡回する等、ワンストップ型の
就労支援体制を整備

○ ハローワークと福祉事務所等のチーム支援により、生

活保護受給者、児童扶養手当受給者、生活困窮者等の自
立に向けた就労支援を実施

ワンストップ型の就労支援体制の整備

【ワンストップ型のメリット】
・ 支援対象者のスムーズな誘導
・ 生活面と雇用面で連続性のある支援や就労意欲を損なわない早期支援が可能
・ 支援方針に関するケース会議や情報共有が容易。

常設窓口

2１７か所
（令和５年度）

毎
日
開
設

巡回相談

8４9か所
（令和４年度実績）

毎
週
○
曜
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○ 持病のため、月１回通院、毎日２回服薬（頭痛の副作用あり）、年２回検査入院が必要。
○ 持病を開示して求職活動を行うも、体力面の不安から不採用や応募辞退が続く。

５０代男性

希望職種：軽作業パート
主な職歴：飲食店での調理、接客等（短期の離転職が多い）
直近の状況：発病による生活保護受給→アルバイト等による保護廃止→持病の再発で離職→再就職したものの体調面

の不安から離職し、再度生活保護申請に至る。
福祉事務所では療養が妥当との判断があったが、本人が就労を強く希望したことから、身体的負担に配

慮の上で求職活動を進めることとし、福祉事務所からハローワークに就労支援の要請。

✓ 就労支援員（福祉事務所）同席の上、来所相談。持病を開示して、軽作業パートへの応募を検討する方針を確認。

✓ ハローワークから提案した求人や自身が検索した求人に応募するが、体調面の不安から不採用や応募辞退が続く。

✓ 本人は応募書類を送付したと言うものの、事業所には届かないという事態が繰り返し発生。

✓ 福祉事務所にて実施した「就労準備状況チェックリスト」をもとに、本人の課題について再検討。就労意欲はあるも
のの、理解力・判断力・対応力等に不安定さが見られることから、就労支援員（福祉事務所）とともに、応募の都度、
応募状況の確認・振り返りや助言・指導を丁寧に実施。

✓ 電化製品の保守・メンテナンスの求人を提案し、応募したが不採用に。本人と事業所との間で意思の疎通がうまくい
かなかったと分析し、ハローワークが間に入って本人の意向を伝達して再考を依頼した結果、採用に。

＜生活保護受給者の就職支援の具体的事例＞

抱える課題

支援のポイント：ハローワークと福祉事務所（生活保護担当者・就労支援員）のチーム支援に
より、ケース会議や日常的な連携・情報共有を図りながら就労支援を実施

支援内容・経過

結果

➢ 病院での電化製品の保守・メンテナンス業務に紹介就職。週５日パート勤務。（支援期間６か月）

※ 職場でのコミュニケーションに課題があるため、勤務開始後も、話し方や聞き方に留意すること、うまくいかないことが
あれば退職する前にハローワークや就労支援員（福祉事務所）に相談するよう助言。就労支援員から順調に就労継続してい
るとの情報共有あり。引き続き、長期就労に向けたフォローを実施していくことで合意。

19



担
当
者
制
に
よ
る
個
別
支
援
の
実
施

(

就
職
氷
河
期
世
代
専
門
窓
口)

○ 非正規雇用が３分の１を超える状況に対応し、すべてのハローワー
クにおいて、正社員就職を希望する者への就職支援をはじめ、非正規
雇用で働く労働者の雇用の安定を実現するための支援を実施

○ ハローワークを主軸とした就職支援体制の構築などにより、非正規
雇用の労働者に対する雇用のセーフティネットを強化

非正規雇用労働者の就職支援

全国のハローワークで実施している非正規雇用労働者対策

➢ 正社員就職・正社員転換の支援

◇ ハローワークにおける正社員向けの求人開拓、きめ細かな職業相談や職業紹介を中心とした就職支援
◇ トライアル雇用をはじめとした各種助成金の活用

➢ キャリア形成支援の推進

◇ きめ細かなキャリア・コンサルティング、実践的な職業訓練への誘導、訓練修了後の職業能力評価や職務経歴等
のジョブ・カードへの取りまとめの支援等

➢ セーフティネットの強化

◇ 非正規雇用の労働者に対する失業給付および求職者支援制度による職業訓練や給付金の支給等を通じた就職支援
◇ 地方自治体とハローワークの協定による生活保護受給者・生活困窮者等に対する就労支援

対象者別の専門窓口における伴走型支援

➢ 「わかものハローワーク」（全国21か所）「わかもの支援コーナー」（全国200か所） 【P.10 再掲】

◇ 特にフリーター等（概ね35歳未満）の方を対象として、担当者制によるマンツーマンでの個別支援等を実施

➢ 「就職氷河期世代専門窓口」（全国92か所）

◇ 特に就職氷河期世代（概ね35歳以上55歳以下）の方を対象として、一人ひとりの課題に対応するため、ハロー
ワークに専門窓口を設置し、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練のアドバイス、求人開拓等
それぞれの専門担当者が、就職から職場定着まで一貫して支援
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○ 大学卒業後の3年間のブランク。
○ 職種も定まらず、漠然と土日休める事務を希望。
○ 自己分析の実施が必要

✓ ブランクがあることを気にしていたため、グルー
プワークに参加し、仲間との支援。

✓ 並行して自己分析を進め、職種は事務にこだわら
ず探すこととした。

✓ 休みも土日にこだわることがなくなった。

女性・２５歳
希望職種 ：事務
直近の雇用状況：単発のアルバイトのみ
※両親共働きのため、学生時代から同居している

祖父母の生活サポート・家事を行っていた。

➢ 箸専門店に正社員として就職
※支援期間約２か月

○ 映像関係の就労経験なし。
○ 脚本から編集まで1人でこなせるため、求人

情報の積極的提供の依頼。

✓ 応募書類作成時のスキルのアピール方法を具体的に
アドバイス。

✓ 面接質疑応答対策。
✓ 求人の個別開拓実施

男性・３２歳
希望職種 ：未定
直近の雇用状況：飲食店にてアルバイト10年
※専門学校（監督コース）卒業後、約13年間

自主制作・映像等の制作。

➢ 映像（企業用教育ビデオ）制作会社に
正社員として就職
※支援期間約６か月

＜フリーター等の方の就職支援の具体的事例＞

抱える課題 抱える課題

支援内容・経過

支援のポイント： わかものハローワークで担当者制による支援を実施

支援内容・経過

結果 結果
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○ 大学中退後、20年間フリーター勤務。
○ 待遇が悪化し、今後の人生に不安を感じたことで、

転職を決意。
○ 求人サイト経由で数十社に応募するも全て不採用

✓ 経験や思いを傾聴。本人のやりたいことを実現し
ていく意思を諦めないよう励ましながら支援。

✓ 家にこもらず根気強く来所いただき、①一緒に求
人を選び、②志望動機を語る練習、③応募書類作
成、④応募、⑤面接の振り返り を日課とした。

✓ 徐々に自信がつき、はじめは声も小さく手が震え
ていたAさんも、徐々に自信がつき、視線を合わ
せて明るく話すことができるようなった。

➢ 東証一部上場企業のグループ企業に
事務職で就職。

✓ 職務経歴を振り返り、本人の強みや能力を整理。本
人の仕事への真面目な姿勢等を承認し、自信が高ま
るよう支援。

✓ 障害者福祉施設の正社員の求人に好印象を持つが、
応募に踏み切れない状態でいたため、職場見学を実
施し職場の雰囲気や仕事内容を体感。

✓ はじめは、自身がやりたいことは何かを見つけられ
ていなかったが、職場見学を通して、施設利用者の
気持ちに寄り添った支援をしたいと実感。

➢ 障害者福祉施設（生活支援員）に
正社員で就職。

＜就職氷河期世代の方の就職支援の具体的事例＞

支援内容・経過

支援のポイント： 就職氷河期世代専門窓口の担当者により、一人ひとりに合わせた個別支援を実施

支援内容・経過

結果
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男性 42歳 ～20年以上続けたフリーターから3社に内定～

経験職種：新聞配達員

抱える課題

○ 今まで正社員で働いたことがなく不安。
○ 前職で臨機応変な対応が出来ず苦労した経験から、

正社員求人に応募することに不安を感じていた。
○ 仕事に対する理解不足、自己理解の不足

女性 40歳 ～職場見学を経て仕事理解が深まり内定～

経験職種：スーパーマーケットの準社員
保育園の臨時職員

抱える課題

結果



● 多言語辞書の作成・周知展開

事業主向け支援

企業向けセミナー・面接会等の実施

● 雇用管理面・職業生活面での相談・支援

● 在留資格変更等に関する相談・支援 等

外国人雇用管理アドバイザーによる支援

外国人向け支援

● 通訳員、専門相談員等による職業相談

● 地方自治体と連携した取り組み

● 職場におけるコミュニケーション能力の向上・見

える化、雇用慣行習得等の研修を実施 等

定住外国人等支援

＜ハローワークの多言語相談体制の整備＞
・通訳員の配置による円滑な職業相談
・全国全てのハローワークから利用可能な、

電話による通訳支援（13か国語対応）
・求人票の自動英語翻訳の提供

● 全国ネットワークによるマッチング支援

● モデルカリキュラムによるセミナー等の実施

● 大学とハローワークの連携協定、インターン

シップ 等

高度外国人材・留学生等支援

● 採用や雇用管理改善等に関する相談・支援

● 外国人雇用管理指針の周知

● 多言語化等の就労環境整備に対する助成措置

●人事・労務に役立つ３つの支援ツールの周知 等

事業所への支援・相談対応

都道府県労働局

● 外国人雇用サービスセンター

高度外国人材に対する就職支援
(東京、愛知、大阪、福岡の4拠点)

● 留学生コーナー（新卒応援HW）

留学生等に対する就職支援(21拠点)

● 外国人雇用サービスコーナー

定住外国人等の就職支援(135拠点)

・ 外国人雇用対策担当官

・ 外国人雇用管理アドバイザー

ハローワーク（全国544拠点）

・ 外国人労働者専門官

・ 通訳員

・ 外国人雇用管理アドバイザー 等

●届出義務の適正な履行に向け、周知・啓発を実施

※事業主に外国人の雇入れ・離職の際の届出を義務づけ、

把握した情報を事業所訪問等に活用している。

外国人雇用状況届出の周知・啓発

○ 外国人労働者数・外国人雇用事業所数は過去最高を記録し続けているが（※）、外国人労働者は、日本の雇用慣行等に関する
知識の不足や、言語や文化等の相違を踏まえた雇用管理の必要性等から、法令違反や労働条件等のトラブル等が生じやすい。

○ 深刻な人手不足の状況を踏まえ、平成31年４月から新たな在留資格「特定技能」が創設され、今後も外国人労働者の増加
が見込まれる。

外国人が我が国で安心して就労・定着できるよう、特定技能外国人を含む外国人労働者の適正な雇用管理を確保するための
事業主向け支援や、在留資格の特性等に着目した外国人向け支援の実施が求められている。

＜外国人雇用管理指針の整備＞

・労働関係法令等の遵守、労働条件等の外国人
が理解できる方法での説明

・人事管理に関する運用の透明性・公正性の確
保

・社会保険への加入・周知 等
※指針を改正、平成31年４月から施行。

※ 外国人労働者数は約182万人、外国人雇用事業所数は約30万か所（令和４年10月末現在。厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」）

● 外国人労働者が離転職した際の職業相談を全国の

ハローワークにて実施。

共通的な就職支援

● 外国人が就労できる分野・業務、技能水準、 日

本語能力等を十分に把握した上で、職業相談を実

施。

特定技能外国人支援

マッチング
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■ 外国人雇用サービスセンター

対 象 者 - 高度外国人材（就労目的の在留資格の外国人、日本での就職を希望する外国人留学生）
に対する就職支援

設 置 数 - ４か所（東京、名古屋、大阪、福岡）

支援内容 - 高度外国人材の就業を促進するための中核的施設として、ハローワークの全国ネットワークを
活用し、専門的かつきめ細やかな就職支援を行う

■ 留学生コーナー

対 象 者 - 日本での就職を希望する外国人留学生

設 置 数 - 21か所（一部の新卒応援ハローワークに設置）

支援内容 - 外国人雇用サービスセンターと連携し、きめ細やかな就職支援を実施

■ 外国人雇用サービスコーナー

対 象 者 - 日系人等の身分に基づく在留資格の外国人を中心とした外国人労働者全般

設 置 数 - 135か所（通訳員を配置しているハローワーク）

支援内容 - 地域の特性に応じた言語の通訳員を配置し、専門相談員による就職支援を実施

機能特化型の就職支援サービス（利用者のニーズ・特性に応じたサービス展開）

全国のハローワーク（544か所）において、外国人労働者が離転職した際の職業相談等に対応

外国人の就職支援
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３．ハローワークの求職者向けサービス
（雇用保険・公的職業訓練等）
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○ 雇用保険制度は、労働者が失業した場合に、セーフティネットとし
て、その生活の安定と早期再就職の促進のために、給付を行うもの

【目的】

○ 雇用保険の保険事故である失業の発生は、個々の企業や労働者の行動だけでなく、我が国経済社
会全体の動きからの影響を大きく受ける。このため、国が全国ネットワークによる強制加入の社会保
険制度として実施し、保険集団を大きくしてリスクの分散を図ることにより、事業を安定的に運営し
ている。

○ 保険事故たる失業状態の判断においては、「労働の意思」という、外形的把握が困難な要件につ
いて判定する必要があり、ハローワークでの職業紹介と一体的に運営することにより、支給決定の際
に実際の求職活動実績を確認することを通じて適正な支給を確保している。

※ 先進主要国においても、日本と同様に、雇用保険と職業紹介を一体的に実施。また、実施主体についても、連邦国家であるドイツも含
め、全国組織で実施。

離
職

受
給
資
格
決
定

・

求
職
申
込

受
給
説
明
会

失
業
の
認
定

受
給

＜求職者給付の適用・給付手続の流れ＞ すべてハローワークが実施

再
就
職
へ

入
職

適
用

【特徴】

雇用保険制度①
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☆雇用保険被保険者数
4,411万人（元年度） → 4,435万人（２年度）
→ 4,444万人（３年度） →4,457万人（４年度）

※ 22年度から、非正規労働者に対するセーフティネット機能強化のため、

雇用保険の適用範囲を拡大
（「６か月以上雇用見込み」→「31日以上雇用見込み」）

☆受給資格決定件数
135万件（元年度） →151万件（２年度）
→132万件（３年度）→ 133万件（４年度）

☆受給者実人員（年度平均）
39万人（元年度） → 48万人（２年度）
→43万人（３年度）→ 41万人（４年度）

雇用保険業務の主な実績

基本手当の額

基本手当の額＝基本手当日額×給付日数

※ 基本手当日額 ： 離職前の賃金をもとに決定
※ 給付日数 ： 年齢、被保険者であった期間、離職理由など

に応じて 90～360日の間で決定

離職前の月額の給与が・・・
◆４０万円の場合 → 失業給付は 約２０万円（約５０%）／月
◆２０万円 → 約１４万円（約７０%）／月
◆１０万円 →                    約 ８万円（約８０%）／月

モデルケース（３０歳代の例）

○失業等給付
・求職者給付

（基本手当など失業者への給付）

・就職促進給付
（早期再就職者への給付）

・教育訓練給付
（自主的教育訓練受講者への給付）

・雇用継続給付
（介護休業等により雇用を継続する者への給付）

○育児休業給付
・出生時育児休業給付金、育児休業

給付金（育児休業を取得した者への給付)

失業等給付等の種類
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離
職
者
向
け

対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者

（無料（テキスト代等除く））

訓練期間：概ね３か月～２年

在
職
者
向
け

対象：在職労働者（有料）

訓練期間：概ね２日～５日

実施機関：○国（ポリテクセンター・ポリテクカレッジ）

○都道府県（職業能力開発校）

学
卒
者
向
け

対象：高等学校卒業者等（有料）

訓練期間：１年又は２年

実施機関：○国（ポリテクカレッジ）

○都道府県（職業能力開発校）

※受講期間中
基本手当＋受講手当(500円／訓練日)
＋通所手当＋寄宿手当を支給

公共職業訓練

対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

(無料（テキスト代等除く）)

訓練期間： ２～６か月

※１ 令和６年３月末までの時限措置とし
て、シフト制で働く方などを対象とする場
合、より短期間(２週間～)で設定可

（※１） ※受講期間中受講手当（月10万円）＋通所
手当（※２） ＋寄宿手当を支給（本人収入が
月８万円以下、世帯収入が月30万円以下等、一
定の要件を満たす場合）

※２職業訓練受講給付金の支給対象とならない方も、一定の要
件（本人収入12万円以下、世帯収入34万円以下等）を満たしてい
れば、通所手当のみの受給が可能。実施機関

求職者支援訓練

国
(ポリテクセンター)

都道府県
(職業能力開発校)

民間教育訓練
機関等(都道府県

からの委託)

主にものづくり分野
の高度な訓練を実
施（金属加工科、
住環境計画科等）

地域の実情に応じた
多様な訓練を実施
（木工科、自動車整
備科等）

事務系、介護系、
情報系等モデルカリ
キュラムなどによる訓
練を実施

民間教育訓練機関等
（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）

＜基礎コース＞
基礎的能力を習
得する訓練

＜実践コース＞
基礎的能力から実践的能力まで一括して
習得する訓練

(介護系（介護福祉サービス科等)、情
報系(ソフトウェアプログラマー養成科等)、
医療事務系（医療・調剤事務科等）
等)

実施機関

令和３年度
公共職業訓練
実績

合計 国（ポリテクセンター等） 都道府県

受講者数（人） 就職率
受講者数
（人）

就職率
受講者数
（人）

就職率

離職者訓練 108,150 - 25,265 - 82,885 -

うち施設内 31,787 86.1% 25,217 87.4% 6,570 82.5%

うち委託 76,363 73.0% 48 47.9% 76,315 73.1%

在職者訓練 92,467 - 54,220 - 38,247 -

学卒者訓練 15,841 96.5% 5,554 99.2% 10,287 95.5%

合計 216,458 - 85,039 - 131,419 -

令和３年度求職者支援訓練 実績 受講者数： 28,260人
（基礎コース）5,217人 就職率：53.9％ （実践コース） 23,043人 就職率：60.0％

ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）の全体像
※ハロートレーニングとは、平成 28 年 11 月に決定した公的職業訓練の愛称です。



＜職業訓練の様子＞

対象者： 雇用保険を受給できない者で、就職やスキルアップを希望し、支援を受けようとする者
〈例〉雇用保険の受給終了者、雇用保険の適用がなかった者、学卒未就職者、自営廃業者等 など

求職者支援訓練： 民間教育訓練機関等の実施する就職に資する訓練を認定
〈訓練の種類〉 実践コース（就職希望職種における職務遂行のための実践的な技能等を付与する訓練）

基礎コース（社会人としての基礎的な技能等を付与する訓練）

受講者に対する職業訓練受講給付金：一定の要件に該当する場合には、訓練期間中に給付金を支給
（受講手当（月１０万円）＋通所手当＋寄宿手当）

訓練実施機関に対する奨励金： 実践コース訓練は受講者数に応じた額に加え、就職実績に応じた額を支給
基礎コース訓練は受講者数に応じた額を支給

制度の概要

訓練受講者に対する就職支援

○ 訓練開始前における求職者へ制度の周知、意欲や適性を見極めた上での就職に結びつく訓練への誘導、訓練期
間中から訓練修了後における就職支援などのサービスを、訓練実施機関と緊密な連携を図りつつ、一貫して提供

○ 訓練受講者ごとに個別に支援計画を作成。訓練期間中から訓練修了後において、毎月１回の定期的な来所を求
め、職業相談による支援と給付金の支給手続きをあわせて実施（必要に応じ担当者制で支援）

ハローワークによる支援

○ 雇用保険を受給できない求職者を対象とした第２のセーフティネット

である求職者支援制度を実施（平成２３年１０月開始）

○ 求職者支援制度では、ハローワークが中心となってきめ細かな就職支

援を行うことにより、対象者の早期就職を支援
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○ 雇用保険を受給できない求職者に対し、基礎的技能から実践的技能等を一括して付与する職業訓練を実施

○ 成長分野や地域の求人ニーズを踏まえた職業訓練実施計画に基づき、認定基準に適合した、就職に資する
訓練を厚生労働大臣が認定

○ 訓練期間：２～６か月

○ 実施機関：民間教育訓練機関等（ ※訓練の実施について奨励金を支給）

求職者支援訓練

○ 訓練受講中、一定の要件を満たす場合に、訓練の受講を容易にするための給付金を支給
① 給付要件：(1) 本人収入が月８万円以下

(2) 世帯全体の収入が月30万円以下
(3) 世帯全体の金融資産が300万円以下
(4) 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
(5) 全ての訓練科目に出席する（※）

※やむを得ない理由により欠席し、証明できる場合（基礎コース受講者及び育児・介護中の方につい
ては欠席理由を証明できない場合を含める）であっても、8割以上出席する

(6) 世帯に同時に給付金を受給して訓練を受けている者がいない
(7) 過去３年以内に偽りや不正で特定の給付金の支給を受けていない
(8) 過去６年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けていない

② 給付額：１月当たり 受講手当（１０万円）＋通所手当（※）＋寄宿手当
※受講手当の支給対象とならない場合も、本人収入月12万円以下、世帯収入月34万円以下で、

他の支給要件を満たす方は、通所手当のみを支給

③ 手続等：月に１回ハローワークに来所し、支給申請を行う。（①の要件を満たせば支給）

④ 適正な給付のための措置：不正受給額（３倍額まで）の納付・返還のペナルティ

職業訓練受講給付金

訓

求職者支援制度②

※シフト制で働く方などを対象とする場合、より短期間（２週間～）で設定可（特例措置）
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４．ハローワークの求人企業・事業主
向けサービス
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〇 ハローワークでは、求人者に対し、全国ネットワークを活用した職業紹介、求職者ニーズに基
づく求人充足に向けた助言・指導や、就職面接会の開催などの求人者向けサービスを実施し、人
材確保を支援しています。

若年者、高年齢者、障害者など、労働者の新たな雇入れ、雇用の安定、
人材育成に取り組む事業主に対して、様々な助成金を用意しています。

各種助成金制度の案内

〇雇用調整助成金

景気の変動などの経済上の理由により、事

業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休
業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用
の維持を図った場合に、それにかかった費用
を助成

〇キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者の企業内のキャリアアッ

プを促進するため、正社員化、処遇改善の取
組を実施した事業主に対して包括的に助成

〇特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者

を継続して雇用する労働者として新たに雇い
入れた事業主に対して、賃金の一部に相当す
る額を助成

〇トライアル雇用助成金
職業経験、技能、知識の不足等により安定

的な就職が困難な求職者を一定期間試行雇用
（原則３か月）する事業主に対して助成

【主な助成金】（支給決定等は労働局で実施）

事業所のＰＲ情報の提供

事業所の外観、職場風景、取
扱商品などの画像情報や事業所
からのメッセージといったＰＲ
情報などについて、ハローワー
ク内に設置されたパソコンやハ
ローワークインターネットサー
ビスで公開します。

（ハローワークの
求人検索コーナー）

（ハローワーク内での企
業情報ＰＲ情報の掲示）

全国で求人を公開

ハローワークに申
し込まれた求人は、
全国のハローワーク
や、ハローワークイ
ンターネットサービ
スを通じて、全国の
求職者などに広く提
供し、求人者のご希
望に合う求職者を紹
介しています。

ハローワークインターネットサービス 検索

募集する職種について、地域に
はどのくらいの求職者がいるのか
など、地域の労働市場の状況につ
いて、バランスシートなどを提供
しています。また、賃金や就業時
間をはじめとする求人条件につい
ての相談も受け付けています。

豊富なデータに基づく情報を提供

その他のサービス（主なもの）

○就職面接会や企業説明会などを随時開催して
います。

○応募が増えるような求人条件の提案や雇用管
理に関する提案を行っています。

○各ハローワークで、求職者向けの求人情報冊
子を作成し、配付しています。

（業界団体と連携した事業所
説明会・体験会）

その他、以下のような取組を行っています（一部は主要な所で実施）。

ハローワークの求人者向けサービスの概要
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求人事業主に対する求人充足サービス

➢ 求人充足を図るための取組の企画・立案

➢ 求人票の記載内容の充実に向けた助言、求人条件緩和に係る助言

➢ 事業所訪問による求人開拓、事業所情報の収集･活用

➢ 中小企業に対する人材確保の支援 等

求人充足サービスの実施等

○ 求人事業主に対して、労働市場、求人充足状況の把握・分析等を踏まえた助言を行うなど、ハロー
ワークの専門的見地から、求人充足に向けた事業主への支援を実施しています。

求人事業所

ハローワーク

訪問・充足に向けた助言等

求人

・求職者情報、労働市場情報、各種助成金制度等の情報提供

・正社員求人など求職者のニーズを踏まえた求人条件緩和の助言

・求人票記載内容の充実に向けた助言、求人票の情報以上の事業所情報の収集 等

求職者ニーズの把握･分析

マッチング・職業紹介

求人者サービスの充実

充足計画の策定、

フォローアップ

職場環境などの情報収集

求職者

地域の労働市場

情報の分析

国の助成制度などの情報提供

顔の見える

関係づくり
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○医療､介護､保育､建設､警備､運輸などの雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を強化するため、人材確保

ニーズが高い地域のハローワークに人材確保支援の専門窓口となる「人材確保対策コーナー」を設置しています。
当該分野の仕事の魅力を発信し求職者の拡大を図るとともに、求人者には求人充足のための支援を強化し、
両者を結び付けるマッチング機会を拡充することにより、ミスマッチの改善を図っています。

「人材確保対策コーナー」 の概要

求人者に対する支援

・求職者ニーズの把握と、それに基づいた求人者への求人充足に向けた助言・指導
・未充足求人への個別フォローアップの実施

求職者に対する支援

・担当者制による、きめ細かな職業相談・職業紹介
・資格・経験を有する求職者に対する、求人情報や最新の業界動向等の情報提供

関係機関、業界団体等との連携による支援

・都道府県労働局ごとに関係機関、業界団体等をメンバーとした協議会を設置し、人材確保のための支援策を検討
・関係機関、業界団体等との連携によるセミナー、事業所見学会、就職面接会等の開催
・ナースセンター、福祉人材センター、保育士・保育所支援センター等との連携による巡回相談やイベントの実施

支 援 内 容

全国115か所設 置 箇 所

人材不足分野に係る人材確保対策

34



景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図った場合に、それにかかっ
た費用を助成

○ 失業の予防、雇用機会の増大その他労働者の福祉の増進を図るために、雇用保険二事業により、雇用
調整助成金の支給など、事業主に対する支援を実施。（これらの助成金の一部について、ハローワークが申請
書受理などの窓口業務を実施（支給決定等は労働局で実施））

特定求職者雇用開発助成金

雇用調整助成金

トライアル雇用助成金
（一般トライアルコース・障害者トライアルコース）

非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップ
を促進するため、正社員化、処遇改善の取組
を実施した事業主に対して包括的に助成

☆正社員化コース（支給決定件数）

キャリアアップ助成金

事業主に対する支援 （雇用関係助成金）
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雇均

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

14.7万人 14.7万人 15.1万人 13.7万人 15.0万人 13.0万人

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用
する労働者として新たに雇い入れた事業主に対して、賃金の
一部に相当する額を助成

☆特定就職困難者コース（支給決定件数）

職業経験、技能、知識の不足等により安定的な就職が困難な
求職者を一定期間試行雇用(原則３か月)する事業主に対して助成

4.9

☆トライアル雇用終了者数

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

3.1万人 2.7万人 1.4万人 1.0万人 0.4万人 0.9万人

☆トライアル雇用開始者数

☆トライアル雇用終了者数

29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度

2.8万人 2.3万人 1.5万人 0.9万人 0.3万人 0.8万人

30年度 7.8万件

元年度 7.0万件

2年度 6.5万件

3年度 7.3万件

4年度 7.1万件

２年度 ３年度 ４年度

308万件 312万件 172万件

☆支給申請件数

☆支給決定金額

２年度 ３年度 ４年度

3.2兆円 2.3兆円 0.8兆円

☆支給決定件数

２年度 ３年度 ４年度

297万件 313万件 179万件

※ 緊急雇用安定助成金の実績を含む。



５．ハローワークインターネットサービス
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ハローワークインターネットサービス

１ 全国のハローワークで受理した求人情報
・ 事業主の意向を踏まえ、求人事業所名、所在地
及び電話番号を含む情報を提供

２ 求職者向けお役立ち情報
・ 求職申込みや雇用保険手続きの案内
・ 職務経歴書の書き方

３ 事業主向けお役立ち情報
・ 求人申込み手続きの案内、雇用保険・助成金の
案内等

○ 全国のハローワークの求人情報をインターネットで提供しています。

ＵＲＬ：

※ 提供求人件数 約126万件（令和４年度末時点）
※ １日平均アクセス数 約240万件／日（令和４年度）（「求人情報検索（トップ画面）」へのアクセス数）

主な情報提供の内容

全国の求人について、職種、地域、
賃金等の各種条件による検索や
フリーワードによる検索が可能

ハローワークインターネットサービス 検 索
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ハローワークインターネットサービスの主な機能

【求職者向けサービス】

・オンラインでの求職申込み

・全国のハローワークの求人の検索

・オンラインでの職業紹介（一部の求人は、

求人者へ直接の応募が可能）

・応募書類の送信、求人者とのメッセージ 等

【求人者向けサービス】

・オンラインでの求人申込み

・HWISへの求人票の掲載

・オンラインでの職業紹介（求人者が希望する場合に

は、求職者から直接の応募の受け付けが可能）

・応募書類の受付、求職者とのメッセージ 等

ハローワークインターネットサービス（ＨＷＩＳ）

求人申込 求職申込

求人者

リクエスト 応募

（ＨＷＩＳトップ画面）

（求人情報）
（公開求職データ）

求職者

●●●●●●●●



６．ハローワークの全国ネットワークを
活かした役割
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ハローワーク求人・求職情報の提供

○ 国・地方・民間が、それぞれの役割・機能に応じた連携を強化し、「外部労働市場全体の
マッチング機能の最大化」を図るため、ハローワークの求人情報･求職情報を民間職業紹介事
業者及び地方自治体等に提供する取組を実施。

平成26年9月～求人情報の提供開始
平成28年3月～求職情報の提供開始

求人情報の提供

求職情報の提供

○対象団体数（令和５年６月１日現在）
計 721団体（前年同時期から2団体増）

民間職業紹介事業者等 632団体
地方自治体等 89団体

○利用希望求職者数（令和５年４月現在）
計 71,629人（新規求職者数の約14％（※））

（内訳）
・自治体、民間人材ビジネス共に可 56,938人
・自治体のみ可 12,302人
・民間人材ビジネスのみ可 1,119人

※ ハローワークインターネットサービスからアカウント
登録･利用申請が必要です。利用規約に同意した事業
者･団体が利用可能なサービスです。

○対象団体数（令和５年６月１日現在）
計 2,099団体（前年同時期より15団体減）
民間職業紹介事業者 1,373団体
地方自治体等 441団体

【令和４年度実績】
採用決定数 6,757件

自治体：3,596件、民間職業紹介事業者：1,109件（有料801件、
無料308件）、学校等：1,229件、特別の法人：823件

② データ提供方式① ブラウザ方式

40



○ 全国的に事業を展開している企業の倒産等の事案が発生した場合に、離職者の発生時期・規模等

について、国が速やかに各地域の実態を情報収集するとともに、地元の経営者団体等と連絡を取り、
全国の対象事業所内にハローワークの臨時庁舎外窓口を設置するなど、きめ細かな支援を実施

○ リーマンショックや新型コロナウイルス感染症への対応等のため、雇用調整助成金の支給の迅速

化、要件緩和等を行い、企業の雇用維持支援を実施 （平成20年度以降随時）

緊急に対応すべき雇用対策について、ハローワークの全国ネットワークを活用して、全国一斉・即時
の機動的な対応を実現

《具体例》

○ 新卒応援ハローワークについて、22年9月10日に経済対策の閣議決定、9月24日に予備費使用の

閣議決定がなされたことを受け、同日から全国47都道府県で一斉に設置し、支援を開始

○ 阪神・淡路大震災や東日本大震災等の大規模災害が発生した場合には、他の都道府県のハロー

ワークから職員を派遣し、被災地のハローワークの体制を強化

雇用問題が発生した場合の対応

○ 新型コロナウイルス感染症の影響等への対応のため、雇用調整助成金の特例措置により助成率

及び上限額の引上げや手続き簡素化による支給の迅速化を行うとともに、新型コロナウイルス感染症
対応休業支援金・給付金を創設するなど、雇用維持施策を実施。また、雇止め等にあった非正規雇用
労働者等に対する相談支援体制を強化し、きめ細かな就職支援も実施。
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※件数は年度平均値であり個別延長給付等（個別延長給付、特例延長給付、広域延長給付）を
含む。 注） 自発的失業や定年退職、その他特例（休業、一時離職）対象分も含む。

被災３県の雇用保険受給者実人員の推移

（件）

（人）

政府一体となって、ハローワークを中心に被災者の就労を強力に支援

〈特別相談窓口での相談〉
○ ハローワークに特別相談窓口を設置

〈仮設住宅等への出張相談〉
○ 仮設住宅等の入所者を対象として、

ハローワークからの出張相談を実施

出張相談の様子（福島労働局）

雇用保険受給者実人員の推移 就職件数の推移

雇用保険給付窓口の様子
（ハローワーク福島）

平成27年度の被災３県の雇用保険受給者実人員
は約1.9万件（年度平均値）、対前年度比5.3％減

※ピーク時（23年6月）は約8.1万件
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22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

岩手 宮城 福島

124,811

152,964 145,187
134,111

126,087

平成27年度の被災３県の就職件数
は約11.6万件、対前年度比7.6％減

116,461

【参考】雇用問題が発生した場合の対応（東日本大震災の例）
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○ 国と自治体が、地域の雇用対策に一体となって取り組むため、

「雇用対策協定」を締結
268自治体（47都道府県200市20町１村）締結（令和５年４月１日現在）

○ 地方公共団体とハローワークが連携し、就労支援を実施

《連携の例》
・ジョブカフェ事業〈国と都道府県〉 ４６都道府県
・ふるさとハローワーク事業〈国と市町村〉１３７か所
・生活保護受給者等就労自立促進事業

〈国と都道府県市区町村〉協定締結数 １，７３２か所

○ さらに、国が行う無料職業紹介等と自治体が行う業務を

ワンストップ窓口で支援する「一体的実施」事業を推進中
《実施状況（令和５年４月１日現在）》

・ 34道府県152市区町（340か所）

＜志木市（事例１）の一体的実施施設＞

事例１：志木市
市役所庁舎内に「ジョブスポットしき」を開

設し、福祉事務所とハローワークによる生活困
窮者や障害者に対する一体的支援を実施

事例２：豊島区
区役所庁舎内に「ワークステップとしま」を

開設し、生活保護受給者、生活困窮者、児童扶
養手当受給者等に対する経済的自立に向け、自
治体とハローワークとの支援チームによる就労
支援を実施

事例３：青森県
国の「ハローワークヤングプラザ」と県の

「ジョブカフェあおもり」等を「ヤングジョブ
プラザあおもり」として一体的運営を実施

総合案内窓口の設置や支援機関によるチーム
支援、個人情報の共有の仕組みの確立など、連
携を進めている。

公（地域）

地方公共団体との連携
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７．ハローワークの組織体制等
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１ 設置数
544所（本所：436所、出張所：95所、分室：13室）

２ 人員体制
職員数：10,219人、相談員数20,123（令和５年４月１日時点）

３ 所掌事務
① 職業紹介：職業相談・紹介業務、求人受理・開拓業務、訓練の受講あっせん等
② 雇用保険：雇用保険適用、失業認定・給付業務等
③ 雇用対策：障害者雇用・高年齢者雇用に係る企業指導業務、助成金業務 等

＜ハローワークでの求職活動の様子＞

ハローワーク

職業紹介、職業相談及び求職受理業務

雇用保険関連業務
○ 給付関連業務（雇用保険に係る受給資格決定、失業認定、給付及び不正受給の返還・納付命令等）

○ 適用関連業務（雇用保険対象事業所の成立手続業務及び被保険者資格の取得・喪失手続業務）

庶務、債権管理、庁舎・備品管理、経理、職員の福利厚生、業務計画の作成・管理、広報、
その他の業務

求人関連業務（職業紹介のために行われる求人受理業務及び求人開拓業務）、事業主指導関連
業務、助成金給付関連業務

専門援助を必要とする求職者（学卒、障害者等）に対する業務（職業相談・職業紹介、求職受
理、求人受理、求人開拓、事業主指導業務）

職業訓練の受講あっせん、職業訓練受講給付金の支給等

ハローワークの設置数等（令和４年度時点）

内部組織（中規模所の例）

職業相談部門

雇用保険課

庶務課

事業所部門

専門援助部門

職業訓練部門
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○ 「新たな定員合理化計画」（平成17年10月4日閣議決定）により、平成18年度から平成21年度までに1,290人定員合理化。総人件費改革として、「国の行政
機関の定員の純減について」（平成18年6月30日閣議決定）に基づき、平成22年度までに671人（ハローワーク関係）を純減。

○ 「国の行政組織等の減量・効率化の推進について」（平成18年12月22日総務省行政管理局）により、平成18年度から5年間で30労働局管内で統廃合を実施
し、少なくとも50所（署）において整理合理化を実施（労働基準監督署を含む）。

○ 「新たな定員合理化計画」（平成21年7月1日閣議決定）により、平成22年度から平成26年度までの5年間に平成21年度末定員の10％以上を合理化。

○ 「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」（平成26年７月25日閣議決定）により、平成27年度以降、５年ごとに基準年度を設定し、府省全体で対基
準年度末定員比で毎年２％（５年10％）以上を合理化することを基本とすることとされた。

※ 平成21年度１次補正予算による304人の臨時増員は、平成23年度末までの時限措置。このうち174人は平成24年度末まで時限延長。この174人のうち96人は
平成25年度末まで時限延長。この96人のうち13人は平成26年度末まで時限延長。

※ 平成23年度３次補正予算による20人の臨時増員は、令和７年度末までの時限措置。

ハローワークの職員数等の推移
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（注１） 職員数、職員１人当たり労働力人口及び失業者数欄の（）内の数字は、非常勤職員等を含む人数。
（注２） 各州単位で公共職業紹介機関の設置を行っているため、全体の職員数については不明。なお、1997年当時の職員数は約70,000人。
（注３） 職員と非常勤職員等の内訳は不明。
（資料出所） 各国ホームページ上の各種統計資料等をもとに、厚生労働省作成（2016年時点。なお、イギリスのみ職業紹介機関数を除き2018年時点）。

主要先進国の職業紹介機関の体制職業安定機関の職員１人当たり労働力人口及び失業者数を比べると、ハローワークの
職員数は欧州主要国の1 / 3～1 / 1 0程度。

名称
機関数
（箇所）

職員数
（人）

労働力
人口

（千人）

職員１人
当たり

労働力人口
（人）

機関１箇所
当たり労働
力人口
（人）

失業者数
（千人）

職員１人
当たり
失業者数
（人）

機関１
箇所当
たり失
業者数
（人）

失業率
（％）

イギリス 雇用年金省 713
24,859

（約31,000）
33,810

1,360
（1,091）

47,419 1,416
57

（46）
1,985 4.2

ドイツ 連邦雇用機関 766
82,800

（95,000）
43,127

521
（454）

56,302 1,771
21

（19）
2,312 4.1

フランス
公共職業安定所
（雇用局）

1,040
51,033

（55,910）
28,812

565
（515）

27,704 2,810
55

（50）
2,702 10.1

アメリカ
各州の職業安定
機関

2,441
－

（注２）
159,191 － 65,215 7,753 － 3,176 4.9

スウェーデン
職業安定所
（雇用仲介庁）

約250
（14,316）
（注３）

5,277 （369） 21,108 366 （26） 1,464 6.9

日本 公共職業安定所 544
10,666

（26,363）
66,730

6,256
（2,531）

122,665 2,080
195

（79）
3,824 3.1

（参考）主要国の職業紹介機関の体制
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※ 英国では、1974年から職業紹介と失業保険の給付を切り離したところ濫給が生じたため、1986年に、サッチャー
政権が両事業を統合（その結果、統合の初年度には受給者が約３割減）

※ フランスでは、2008年2月に成立した法律により、職業紹介機関（全国雇用機関：ANPE）と失業保険を扱う機関
（商工業雇用協会：ASSEDIC）を統合し、新たな組織「雇用局（Pole emploi ）」を2009年1月に設立

職業紹介業務 失業保険の給付業務 失業保険の財政責任

イギリス 雇用年金省（国） 雇用年金省（国） 国

アメリカ 職業安定所（州） 職業安定所（州） 州

ドイツ 連邦雇用機関（連邦） 連邦雇用機関（連邦） 連邦

日本 ハローワーク（国） ハローワーク（国） 国

主要先進国においても、日本と同様、職業紹介、失業保険の給付、失業保険の財政責任 の主体は一致

（参考）主要国の職業紹介・失業保険関係業務の実施主体
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利用者の期待に応え、ご満足いただけるハローワークであり続けるため、「ハローワークサービス
憲章」を策定するなど、日々のサービス改善の取組みを推進中

＜ﾊﾛｰﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ憲章＞

ハローワークのサービス改善に向けた取組

○利用者満足度調査

○ＰＤＣＡサイクルによる目標管理
ハローワークの機能強化を図るため、全てのハローワークについてマッチング機能に関する業務の総合評価を実施し、評価結果等

に基づくPDCAサイクルにより全国的な業務改善に繋げる取組を、平成27年度から実施。

○ハローワークのサービス改善の取組

・ 全ハローワークへご意見箱の設置、利用者アンケート等により、
利用者のご意見・ご要望を把握し、サービスの改善を実施

・ 自主的なサービス改善の取組を全国から募集して、ハローワーク
業務改善コンクールを実施し、サービス改善や向上に貢献のあった
取組について全国的に共有・活用

・ ハローワーク職員によるサービスの自主点検・責任者による総点検
を定期的に実施 等
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令和５年度
の目標例

ハローワークごとに地域の実情に応じて特に重点的に取り組む目標
・生涯現役支援窓口での65歳以上の就職件数
・人材不足分野の就職件数
・障害者の就職件数 など

全ハローワーク共通の目標
・就職件数
・充足数

・求職者担当制の実施
・新規等求人の開拓

など


